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１ 個別施設計画の背景と目的                       

(1) 背景 

日進市が管理する大型カルバートは、令和５年１月現在で豊田橋１箇所があり、昭和５０

年に設置され既に４５年以上経過している。 

本カルバートについて、老朽化が進む中で道路交通の安全性を確保するため、効率的かつ

効果的な維持管理の実施により長期間健全性を保つ必要がある。 

(2) 目的 

豊田橋は、市指定緊急輸送道路（市道赤池・浅田２号線）を構成するボックスカルバート

で、国道１５３号の赤池２丁目北交差点が隣接し、道路交通において重要な箇所となってい

る。 

このような背景から、限られた財源の中で効果的に維持管理していくためには、適切な時

期に修繕を行っていく維持管理計画の取り組みが不可欠となる。 

そこで、将来的な財政負担の軽減および道路交通の安全性の確保を図るために、大型カル

バート個別施設計画を策定する。 

この計画では、従来行われてきた、悪くなってから対策を行う「事後保全型管理」から早

めに修繕して大型カルバートを長持ちさせる「予防保全型管理」へ転換することで、コスト

縮減と大型カルバートの長寿命化を目的とする。

豊田橋
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２ 個別施設計画の対象大型カルバート            

(1) 計画対象大型カルバート 

「シェッド・大型カルバート等定期点検要領（国土交通省道路局 平成３１年２月）」に

よると、「大型カルバートは、内空に２車線以上の道路を有する程度の規模のカルバートを

想定している」とされているため、日進市が管理する豊田橋１箇所について計画策定を行う。 

(2) 老朽化の状況

  豊田橋については、令和元年度の点検によりⅡ判定となっている。

※定期点検における判定区分 

区分 内 容 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置

を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべ

き状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている。又は生じる可能性が著しく高

く、緊急に措置を講ずべき状態 
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３ 大型カルバート個別施設計画                

(1) 計画期間 

  本計画の計画期間は５年間とする。５年毎の定期点検結果を踏まえて本計画を見直す

ものとする。

(2) 対策の優先順位の考え方、目標 

  本計画では、対象施設が１つであることから優先順位付けは行わない。対策の目標と

して、健全度Ⅱで対策を実施できるように次回点検までに修繕を実施することを目標と

する。

(3) 新技術の活用方針 

コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「NETIS（新技術情報提供シ
ステム）」を活用する等、維持管理に関する最新のメンテナンス技術の積極的な活用を図

る。特に点検、修繕については、国土交通省の「新技術利用のガイドライン（案）」を参

考にしながら活用を検討する。

(4) 費用の縮減に関する具体的な方針 

  集約化・撤去については、目的でも述べたようにその必要性から困難であることから、

点検・修繕を実施する際に新技術を活用するなど費用縮減について検討する。



４.個別施設計画対象大型カルバート一覧表

2022
（R4

2023
（R5

2024
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2025
（R7

2026
（R8

2022
（R4

2023
（R5

2024
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2025
（R7

2026
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1 豊田橋 市道 赤池・浅田２号線 1975 47 7.0 12.5 5.6×3.1 浅田町西田面地内 R1 Ⅱ ○ ○ 断面修復、ひびわれ補修 1,000

対策内容
対策費用
（千円）

修繕年度
橋梁名

道路
種別

路線名
架設
年度

供用
年数

延長
(m)

番号
点検年度

幅員
(m)

内空幅
(W×H)

所在地
最新
点検
年度

判定
区分


